別記様式第１号（第４第３項（３）ア関係）

番号　
年月日　


農林水産省大臣官房総括審議官（新事業・食品産業）　殿


所在地　
補助事業者名　
代表者氏名　

補助金支払確認書


持続可能な食品等流通対策事業実施要領（令和〇年〇月〇日付け〇新食第〇号農林水産省大臣官房総括審議官（新事業・食品産業）通知）第４第３項（３）アの規定に基づき、別添のとおり、リース事業者から受領した○○○○の写しを提出します。


（注）
１　別添として、リース事業者からの領収書又はこれに類する書類の写しを添付してください。
２　物流生産性向上推進事業の間接補助事業者にあっては、宛先を第３第１項（１）の補助事業者及び代表者の名称に、補助事業者名を間接補助事業者名に修正の上、当該補助事業者あて提出してください。


別記様式第２号（第６第１項（１）ア関係）

○年度　物流生産性向上推進事業実施計画

持続可能な食品等流通対策事業実施要領（令和〇年〇月〇日付け〇新食第〇号農林水産省大臣官房総括審議官（新事業・食品産業）通知）第６第１項（１）アの規定に基づく事業実施計画は以下のとおりである 。

（注）
１　要綱第４及び第10の添付書類として使用すること。
　２　事業実施状況の報告書として本様式を使用する場合には、実績を記載すること。
　３　記載事項及び添付資料がすでに提出している資料の内容と重複する場合には、その重複する部分については省略できることとし、省略するに当たっては、提出済みの資料の名称その他の資料の特定に必要な情報を記載の上、当該資料と同じ旨を記載することとする。
４　添付資料が申請書のウェブサイトにおいて閲覧が可能な場合は、当該ウェブサイトのURLを記載することにより当該資料の添付を省略することができる 。


	事業担当者名及び連絡先
	団体名

	
	氏名（ふりがな）

	
	所属（部署名等）

	
	役職

	
	所在地

	
	電話番号
	

	
	E-Mail
	

	経理担当者名及び連絡先
	氏名（ふりがな）

	
	所属（部署名等）

	
	役職

	
	電話番号
	

	
	E-Mail
	

	１　事業の目的
（事業の背景となる市場ニーズ、環境分析等を踏まえ、事業の目的を記載してください。）

	

	２　事業内容・実施方法
（取組内容や、事業の実施方法を具体的に記載してください。）

	

	３　実施体制
（事業実施体制を図示してください。また、連携又は委託を行う団体がある場合には、その名称、概要及び事務処理体系についても記載してください。）

	

	４　事業実施スケジュール
（事業のスケジュールについて、具体的な内容が分かるように記載してください。）

	

	５　得られる成果及び目標
（事業の取組により得られる成果について記載してください。）

	

	６　事業成果・効果の検証方法
（事業の成果・効果をどのように測定・検証するかについて記載してください。）

	





別記様式第３号（第６第１項（２）関係）

番  　号
年 月 日

農林水産省大臣官房総括審議官（新事業・食品産業） 殿

所在地
補助事業者名
代表者氏名

物流生産性向上推進事業実施規程の（変更）承認申請について

持続可能な食品等流通対策事業実施要領（令和〇年〇月〇日付け〇新食第〇号農林水産省大臣官房総括審議官（新事業・食品産業）通知）第６第１項（２）の規定に基づき、物流生産性向上推進事業実施規程の承認を申請する。

（注）
１　関係書類として、事業実施規程を添付すること。
２　第６第１項（２）の規定に基づく変更を行う場合には、件名のうち「承認申請」とあるのを「変更承認申請」とすること。
３　変更の場合には、承認された事業実施規程と変更後の事業実施規程を容易に比較できるように変更部分が分かるものを添付すること。



















別記様式第４号（第６第１項（３）イ関係）

番  　号
年 月 日

農林水産省大臣官房総括審議官（新事業・食品産業） 殿

所在地　
補助事業者名　
代表者氏名　

物流生産性向上推進事業実施計画の報告について

持続可能な食品等流通対策事業実施要領（令和〇年〇月〇日付け〇新食第〇号農林水産省大臣官房総括審議官（新事業・食品産業）通知）第６第１項（３）イの規定に基づき、別添のとおり報告する。

（注）
１　関係書類として、間接補助事業実施計画を添付すること。
２　記載事項及び添付資料が既に提出している資料の内容と重複する場合には、その重複する部分については省略できることとし、省略するに当たっては、提出済の資料の名称その他の資料の特定に必要な情報を記載の上、当該資料と同じ旨を記載することとする。
３　添付資料が申請者のウェブサイトにおいて閲覧が可能な場合は、当該ウェブサイトのURLを記載することにより当該資料の添付を省略することができる。

別記様式第５号（第６第２項（１）ア関係）

○年度　物流生産性・食品アクセス向上推進事業実施計画

持続可能な食品等流通対策事業実施要領（令和〇年〇月〇日付け〇新食第〇号農林水産省大臣官房総括審議官（新事業・食品産業）通知）第６第２項（１）アの規定に基づく事業実施計画は以下のとおりである 。


（注）
１　要綱第４、第10及び第15添付書類として使用すること。
２　事業実施状況の報告書として本様式を使用する場合には、実績を記載すること。
３　記載事項及び添付資料がすでに提出している資料の内容と重複する場合には、その重複する部分については省略できることとし、省略するに当たっては、提出済みの資料の名称その他の資料の特定に必要な情報を記載の上、当該資料と同じ旨を記載することとする。
４　添付資料が申請書のウェブサイトにおいて閲覧が可能な場合は、 当該ウェブサイトのURLを記載することにより当該資料の添付を省略することができる。


別紙１

○年度　物流生産性・食品アクセス向上推進事業の
うち物流生産性・食品アクセス向上実装事業
実施計画

	事業担当者名及び連絡先
	団体名

	
	氏名（ふりがな）

	
	所属（部署名等）

	
	役職

	
	所在地

	
	電話番号
	

	
	E-Mail
	

	経理担当者名及び連絡先
	氏名（ふりがな）

	
	所属（部署名等）

	
	役職

	
	電話番号
	

	
	E-Mail
	

	１　事業の目的
※　事業の背景となる市場ニーズ、環境分析等を踏まえ、事業の目的を記載してください。

	

	２　事業内容・実施方法
※　取組内容や、事業の実施方法を具体的に記載してください。

	

	３　食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律に基づく流通合理化事業活動計画の認定

	□　認定を受けている
□　事業開始 までに 認定を受ける予定
※　食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律に基づく流通合理化事業活動計画の認定に関して、いずれかをチェックしてください。また、流通合理化事業活動計画の認定を受けている場合は、当該計画を添付してください。

	４　みどりの食料システム法に基づく計画の認定

	□　認定事業者が協議会構成員として取り組むこととなっている。
※　環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律に基づく①環境負荷低減事業活動実施計画の計画認定者、②基盤確立事業実施計画の認定事業者に関して、該当する場合はチェックしてください。
また、認定事業者は、認定を受けていることを証する書類を添付してください。

	５　実施体制
※　事業実施体制を図示してください。また、連携又は委託を行う団体がある場合には、その名称、概要及び事務処理体系についても具体的に記載してください。委託先が未定の場合は予定でも可。

	

	６　事業実施スケジュール
※　事業のスケジュールについて、具体的な内容が分かるように記載してください。

	

	７　事業の目標（達成すべき成果）、波及効果
※　①流通における所要時間や経費等の削減等の具体的な数値目標を簡潔に記載、②食品等流通の合理化の取組が、事業の成果目標の達成にどのように寄与するのか、③どのような範囲等の波及効果が見込まれるかを、以下の表に具体的に記載してください。

	
	（１）アウトプット
※　取組の結果として何が創り出されるのか、事業により提供されるものを記載してください。

	


	（２）短期アウトカム
※　取組の結果、短期（概ね１年後）に現れる成果を定量的に記載してください。ただし、測定可能な指標を記載してください。

	


	（３）中期アウトカム
※　取組の結果、短期（概ね３年後）に現れる成果を定量的に記載してください。ただし、測定可能な指標を記載してください。

	


	（４）インパクト
※　取組が終了した後、将来的に生じると考えられる成果、最終的に目指す成果を記載してください。

	






	８　事業成果・効果の検証方法
※　事業の成果・効果をどのように測定・検証するかについて記載してください。

	

	９　行政施策等との関連性
※　行政施策との関連及び他の事業者への波及効果について記載してください。

	

	10　事業者（協議会）の概要
※　下記内容を網羅していれば別葉でも可。

	（１）名称
（２）主たる事務所の所在地
（３）代表者の役職名及び氏名
（４）設立年月日
（５）事業内容
（６）協議会の構成メンバー（名称、所在地、代表者氏名等）
（７）添付書類
　　　ア　協議会の規約、組織規程、経理規程等の組織運営に関する規程（又はこれに準ずるもの）及び総会等で承認されている直近の事業計画、収支予算等
　　　イ　その他参考資料

※　ただし、記載事項及び添付資料が既に提出している資料の内容と重複する場合には、その重複する部分については省略できることとし、省略するにあたっては、提出済の資料の名称その他資料の特定に必要な情報を記載の上、当該資料と同じ旨を記載することとする。
また、添付資料が申請者のウェブサイトにおいて閲覧が可能な場合は、当該ウェブサイトのURLを記載することにより当該資料の添付を省略することができる。



（添付書類）
・総括表（別添１）
・経費内訳書（別添２）
・チェックシート（別添３から７のうち該当するもの）


別紙２

○年度　物流生産性・食品アクセス向上推進事業のうち
物流生産性・食品アクセス向上設備・機器等導入事業
実施計画

	事業担当者名及び連絡先
	団体名

	
	氏名（ふりがな）

	
	所属（部署名等）

	
	役職

	
	所在地

	
	電話番号
	

	
	E-Mail
	

	経理担当者名及び連絡先
	氏名（ふりがな）

	
	所属（部署名等）

	
	役職

	
	電話番号
	

	
	E-Mail
	

	１　事業の目的
※　事業の背景となる市場ニーズ、環境分析等を踏まえ、事業の目的を記載してください。

	

	２　事業内容・実施方法
※　取組内容や、事業の実施方法を具体的に記載してください。

	

	３　食品等流通の合理化のために導入する設備・機器等の設定の場所

	（１）設置場所の名称
（２）設置場所の所有者
（３）所在地
（４）設置場所の所有者が補助事業者（構成メンバーを含む。でない場合には、賃借関係が明らかとなる書類

	４　導入する設備・機器等の内容

	
	設備・機器等の名称
	機 能
	規模・能力
	数 量
	物件価格（円）

	
	
	
	
	


※　物件価格が分かる見積書を添付してください。


	５　食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律に基づく流通合理化事業活動計画の認定

	□　認定を受けている
□　事業開始までに認定を受ける予定
※　食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律に基づく流通合理化事業活動計画の認定に関して、いずれかをチェックしてください。また、流通合理化事業活動計画の認定を受けている場合は、当該計画を添付してください。

	６　みどりの食料システム法に基づく計画の認定

	□　認定事業者が協議会構成員として取り組むこととなっている。
※　環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律に基づく①環境負荷低減事業活動実施計画の計画認定者、②基盤確立事業実施計画の認定事業者に関して、該当する場合はチェックしてください。
また、認定事業者は、認定を受けていることを証する書類を添付してください。

	７　リース料

	
	設備・機器等の名称
	物件価格
	補助金相当額
	支払期間
	リース料額
（上段：月額）
（下段：合計）

	
	円
	円
	
	円


※　リース料が分かる見積書を添付してください。


	８　リース会社の名称及び概要

	（１）リース会社の名称及び代表者
（２）所在地及び電話番号
（３）資本金
（４）主な株主
（５）関係書類導入する設備・機器のパンフレット、見積書の写し、複数の相見積もり

	９　実施スケジュール
※　設備・機器等導入までのスケジュールを記載してください。
また、翌年度以降も複数年度にわたり計画的に取り組む事業があれば、記載してください。

	

	10　事業の目標達成すべき成果、波及効果
　　　※　①流通における所要時間や経費等の削減等の具体的な数値目標を簡潔に記載、②食品等流通の合理化の取組が、事業の成果目標の達成にどのように寄与するのか、③どのような範囲等の波及効果が見込まれるかを、以下の表に具体的に記載してください。

	
	（１）アウトプット
※　取組の結果として何が創り出されるのか、事業により提供されるものを記載してください。

	


	（２）短期アウトカム
　　※　取組の結果、短期（概ね１年後）に現れる成果を定量的に記載してください。ただし、測定可能な指標を記載してください。

	


	（３）中期アウトカム
　　※　取組の結果、短期（概ね３年後）に現れる成果を定量的に記載してください。ただし、測定可能な指標を記載してください。

	


	（４）インパクト
　　※　取組が終了した後、将来的に生じると考えられる成果、最終的に目指す成果を記載してください。

	





	11　事業成果・効果の検証方法
※　事業の成果・効果をどのように測定・検証するかについて記載してください。

	

	12　行政施策等との関連性
※　行政施策との関連及び他の事業者への波及効果について記載してください。

	

	13　事業者（協議会）の概要
※　下記内容を網羅していれば別葉でも可。

	（１）名称
（２）主たる事務所の所在地
（３）代表者の役職名及び氏名
（４）設立年月日
（５）事業内容
（６）協議会の構成メンバー（名称、所在地、代表者氏名等）
（７）添付書類
　　ア　協議会の規約、組織規程、経理規程等の組織運営に関する規程（又はこれに準ずるもの）及び総会等で承認されている直近の事業計画、収支予算等
　　イ　その他参考資料

　※　ただし、 記載事項及び添付資料が既に提出している資料の内容と重複する場合には、その重複する部分については省略できることとし、省略するにあたっては、提出済の資料の名称その他資料の特定に必要な情報を記載の上、当該資料と同じ旨を記載することとする。
また、添付資料が申請者のウェブサイトにおいて閲覧が可能な場合は、当該ウェブサイトのURLを記載することにより当該資料の添付を省略することができる。



（添付書類）
・総括表（別添１）
・経費内訳書（別添２）
・チェックシート（別添３から７のうち該当するもの）




別添１

総　括　表

	事業種類
	事業細目
	事業費
	負担区分
	事業の委託
	備考

	
	
	
	国庫補助金
	補助事業者
	
	

	
	
	
	円
	円
	（１）委託先
（２）委託する事業の内容及び当該事業に要する経費



	

	合計
	
	
	
	
	



（注）
１　事業種類、事業細目及び備考の欄は、事業ごとに該当のある経費のみ記載してください。
２　記載事項及び添付資料が既に提出している資料の内容と重複する場合には、その重複する部分については省略できることとし、省略するにあたっては、提出済の資料の名称その他資料の特定に必要な情報を記載の上、当該資料と同じ旨を記載することとする。
３　添付資料が申請者のウェブサイトにおいて閲覧が可能な場合は、当該ウェブサイトのURLを記載することにより当該資料の添付を省略することができる。
４　その他参考資料については、総括審議官の求めに応じ、遅滞なく提出しなければならない。


別添２

経費内訳書

	区　　分
	事業費
	負　担　区　分
	備　　考

	
	
	国庫補助金
	補助事業者
	

	




	円
	円
	円
	

	合計
	
	
	
	



（注）
１　備考には、経費積算の根拠（単価、員数、日数等を明記した計算式等）を記載してください。
２　事業の一部を他の民間団体に委託する場合には、該当部分の経費が分かるように記載してください。
３　経費の支出に関する規程（謝金、旅費及び人件費の単価等が分かるもの）等を添付してください。
４　補助金の交付決定前に発生した経費は、自己負担になります。


別添３
「みどりチェック」 チェックシート（農業経営体向け）
	事業名
	　
	Ver.3.1

	組織名
	　
	
	

	代表者氏名
	　
	↓該当する方に〇

	住所
	　
	申請時
(します)
	　

	連絡先
	　
	報告時
(しました)
	　解説書



[image: ]・交付申請時に、全ての項目にチェックを入れ、事業実施期間中に各項目の内容に取り組んでください。
・実績報告時に、取り組んだ項目にチェックをして提出してください。
・各項目において、どのような取組を行えばよいか分からない場合は、解説書をご覧ください。
	
	環境関係法令の遵守等

	[image: ]
	①
	みどりの食料システム戦略の理解

	[image: ]
	②
	関係法令の遵守

	[image: ]
	③
	正しい知識に基づく作業安全に努める

	
	適正な施肥

	
	④
	肥料の適正な保管

	[image: ][image: ]
	⑤
	肥料の使用状況等の記録・保存に努める

	
	⑥
	作物特性やデータに基づく施肥設計を検討

	[image: ][image: ]
	⑦
	有機物の適正な施用による土づくりを検討

	[image: ]
	適正な防除・生物多様性への悪影響の防止

	
	⑧
	病害虫・雑草が発生しにくい生産条件の整備を検討

	[image: ]
	⑨
	病害虫・雑草の発生状況を把握した上で防除の要否及びタイミングの判断に努める

	[image: ][image: ]
	⑩
	多様な防除方法（防除資材、使用方法）を活用した防除を検討

	
	⑪
	農薬の適正な使用・保管

	[image: ]
	⑫
	農薬の使用状況等の記録・保存

	
	エネルギーの節減

	[image: ]
	⑬
	省エネを意識し、不必要・非効率なエネルギー消費をしないように努める

	
	悪臭及び害虫の発生防止

	[image: ]
	⑭
	悪臭・害虫の発生防止・低減に努める

	
	廃棄物の発生抑制、適正な循環的な利用及び適正な処分

	[image: ]
	⑮
	プラ等廃棄物の削減に努め、適正に処理

	②関係法令の遵守について、対象は、肥料の品質の確保等に関する法律（昭和25年法律第127号）、農薬取締法（昭和23年法律第82号）、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年法律第137号）、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律（平成12年法律第116号）、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律（平成７年法律第112号）、労働安全衛生法（昭和47年法律第57号）とする。

	
	

	＜報告内容の確認と個人情報の取り扱いについて＞
	
	
	
	
	

	・本チェックシートにて報告された内容については、農林水産省等が対象者を抽出し、実施状況の確認を行います。

	[image: ]・記入いただいた個人情報については、本チェックシートの実施状況確認のために農林水産省等で使用し、ご本人の同意がなければ第三者に提供することはありません。
上記について、確認しました →
	





別添４
「みどりチェック」 チェックシート（畜産経営体向け）
	事業名
	　
	Ver.3.1

	組織名
	　
	
	

	代表者氏名
	　
	↓該当する方に〇

	住所
	　
	申請時
(します)
	　

	連絡先
	　
	報告時
(しました)
	　解説書



[image: QR コード

AI 生成コンテンツは誤りを含む可能性があります。]・交付申請時に、全ての項目にチェックを入れ、事業実施期間中に各項目の内容に取り組んでください。
・実績報告時に、取り組んだ項目にチェックをして提出してください。
・各項目において、どのような取組を行えばよいか分からない場合は、解説書をご覧ください。
・※の記載内容に「該当しない」場合は□にチェックしてください。
	チェック
	環境関係法令の遵守等

	[image: ][image: ]
	1 
	みどりの食料システム戦略の理解

	
	②
	関係法令の遵守

	[image: ][image: ]
	③
	GAP・HACCPについて可能な取組から実践

	
	④
	アニマルウェルフェアの考えに基づいた飼養管理の考え方を認識している

	[image: ]
	⑤
	[image: ]正しい知識に基づく作業安全に努める

	[image: ]
	⑥
	※和牛生産を行っている場合（該当しない 　）
家畜改良増殖法及び家畜遺伝資源に係る不正競争防止に関する法律の遵守　

	
	悪臭及び害虫の発生防止

	[image: ]
	⑦
	悪臭・害虫の発生防止・低減に努める

	[image: ]
	⑧
	[image: ]※飼養頭数が一定規模以上の場合（該当しない 　）
家畜排せつ物の管理基準の遵守　

	
	[image: ]適正な施肥

	[image: ]
	⑨
	[image: ]※飼料生産を行う場合（該当しない 　）
肥料の適正な保管　

	[image: ]
	⑩
	※飼料生産を行う場合（該当しない 　）
肥料の使用状況等の記録・保存に努める　

	
	[image: ]適正な防除

	[image: ]
	⑪
	[image: ]※飼料生産を行う場合（該当しない 　）
病害虫・雑草が発生しにくい生産条件の整備を検討　

	[image: ]
	⑫
	※飼料生産を行う場合（該当しない 　）
農薬の適正な使用・保管　

	[image: ]
	⑬
	[image: ]※飼料生産を行う場合（該当しない 　）
農薬の使用状況等の記録・保存　

	
	エネルギーの節減

	[image: ]
	⑭
	畜舎内の照明、温度管理等施設・機械等の使用や導入に際して、不必要・非効率なエネルギー消費をしないように努める

	
	廃棄物の発生抑制、適正な循環的な利用及び適正な処分、生物多様性への悪影響の防止

	[image: ]
	⑮
	[image: ]プラ等廃棄物の削減に努め、適正に処理

	[image: ]
	⑯
	※特定事業場である場合（該当しない 　）
排水処理に係る水質汚濁防止法の遵守　


②関係法令の遵守について、対象は、肥料の品質の確保等に関する法律（昭和25年法律第127号）、農薬取締法（昭和23年法律第82号）、家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律（平成11年法律第112号）、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年法律第137号）、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律（平成12年法律第116号）、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律（平成７年法律第112号）、水質汚濁防止法（昭和45年法律第138号）、労働安全衛生法（昭和47年法律第57号）とする。
	＜報告内容の確認と個人情報の取り扱いについて＞
	
	
	
	

	・本チェックシートにて報告された内容については、農林水産省等が対象者を抽出し、実施状況の確認を行います。

	・記入いただいた個人情報については、本チェックシートの実施状況確認のために農林水産省等で使用し、

	　ご本人の同意がなければ第三者に提供することはありません。
	
	[image: ]
	

	
	
	
	
	
	上記について、確認しました →
	





別添５
「みどりチェック」 チェックシート（漁業経営体向け）
	事業名
	　
	Ver.3.1

	組織名
	　
	
	

	代表者氏名
	　
	↓該当する方に〇

	住所
	　
	申請時
(します)
	　

	連絡先
	　
	報告時
(しました)
	　解説書



[image: QR コード

AI 生成コンテンツは誤りを含む可能性があります。]・交付申請時に、全ての項目にチェックを入れ、事業実施期間中に各項目の内容に取り組んでください。
・実績報告時に、取り組んだ項目にチェックをして提出してください。
・各項目において、どのような取組を行えばよいか分からない場合は、解説書をご覧ください。
[bookmark: _1833109820]・※の記載内容に「該当しない」場合は□にチェックしてください。
	
	環境関係法令の遵守等

	[image: ]
	①
	みどりの食料システム戦略の理解

	
	②
	関係法令の遵守

	
	③
	漁船等の装置・機材の適切な整備と管理の実施に努める

	
	④
	ライフジャケット着用の徹底等、正しい知識に基づく作業安全に努める

	[image: ]
	適正な施肥

	[image: ][image: ][image: ]
	⑤
	[image: ]※藻場の維持管理等のための施肥を行う場合（該当しない  　）
肥料の適正な保管　

	[image: ]
	⑥
	[image: ]※藻場の維持管理等のための施肥を行う場合（該当しない  　）
肥料の使用状況等の記録・保存に努める　

	
	適正な防除

	[image: ]
	⑦
	[image: ]※養殖を行う場合（該当しない  　）
水産用医薬品の適正な使用　

	
	エネルギーの節減

	[image: ][image: ][image: ][image: ]
	⑧
	省エネを意識し、不必要・非効率なエネルギー消費をしないように努める

	
	悪臭及び害虫の発生防止

	
	⑨
	悪臭・害虫の発生防止・低減に努める

	
	廃棄物の発生抑制、適正な循環的な利用及び適正な処分

	
	⑩
	プラ等廃棄物の削減に努め、適正に処理

	
	⑪
	[image: ]※養殖を行う場合（該当しない 　　）
生餌から配合飼料への転換もしくは給餌効率の向上等による給餌量削減を検討

	
	生物多様性への悪影響の防止

	[image: ]
	⑫
	[image: ]※資源管理協定を締結している場合（該当しない  　）
資源管理協定の遵守 

	[image: ]
	⑬
	[image: ]※養殖を行う場合（該当しない  　）
人工種苗生産技術が確立した魚種について、人工種苗使用を検討

	[image: ]
	⑭
	[image: ]※漁場改善計画を策定している場合（該当しない  　）
漁場改善計画の遵守 　


②関係法令の遵守について、対象は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年法律第137号）、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律（平成12年法律第116号）、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律（平成７年法律第112号）、労働安全衛生法（昭和47年法律第57号）とする。
	＜報告内容の確認と個人情報の取り扱いについて＞
	
	
	
	
	

	・本チェックシートにて報告された内容については、農林水産省等が対象者を抽出し、実施状況の確認を行います。

	・記入いただいた個人情報については、本チェックシートの実施状況確認のために農林水産省等で使用し、
[image: ]　ご本人の同意がなければ第三者に提供することはありません。
上記について、確認しました →
	



[image: ]

別添６
「みどりチェック」 チェックシート（食品関連事業者向け）
	事業名
	　
	Ver.3.1

	組織名
	　
	
	

	代表者氏名
	　
	↓該当する方に〇

	住所
	　
	申請時
(します)
	　

	連絡先
	　
	報告時
(しました)
	　解説書



[image: QR コード

AI 生成コンテンツは誤りを含む可能性があります。]・交付申請時に、全ての項目にチェックを入れ、事業実施期間中に各項目の内容に取り組んでください。
・実績報告時に、取り組んだ項目にチェックをして提出してください。
・各項目において、どのような取組を行えばよいか分からない場合は、解説書をご覧ください。
・※の記載内容に「該当しない」（⑧は「と畜場である」）場合は□にチェックしてください。
	[image: ]
	環境関係法令の遵守等

	
	①
	みどりの食料システム戦略の理解

	[image: ]
	②
	関係法令の遵守

	[image: ]
	③
	環境配慮の取組方針の策定や研修の実施に努める

	[image: ]
	④
	正しい知識に基づく作業安全に努める

	
	エネルギーの節減、適正な施肥、適正な防除

	[image: ]
	⑤
	省エネを意識し、不必要・非効率なエネルギー消費をしないように努める

	[image: ]
	⑥
	環境負荷低減に配慮した商品、原料等の調達を検討

	
	悪臭及び害虫の発生防止

	[image: ]
	⑦
	悪臭・害虫の発生防止・低減に努める

	
	廃棄物の発生抑制、適正な循環的な利用及び適正な処分

	[image: ]
	⑧
	[image: ]※と畜場でない場合（と畜場である　　）
食品ロスの削減に努める

	[image: ]
	⑨
	プラ等廃棄物の削減に努め、適正に処理

	[image: ]
	⑩
	資源の再利用を検討

	
	生物多様性への悪影響の防止

	[image: ]
	⑪
	[image: ]※生物多様性への影響が想定される工事等を実施する場合（該当しない 　）
生物多様性に配慮した事業実施に努める

	[image: ]
	⑫
	[image: ]※特定事業場である場合（該当しない 　）
排水処理に係る水質汚濁防止法の遵守


2 関係法令の遵守について、対象は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年法律第137号）、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律（平成12年法律第116号）、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律（平成７年法律第112号）、水質汚濁防止法（昭和45年法律第138号）、労働安全衛生法（昭和47年法律第57号）とする。
	＜報告内容の確認と個人情報の取り扱いについて＞
	
	
	
	
	

	・本チェックシートにて報告された内容については、農林水産省等が対象者を抽出し、実施状況の確認を行います。

	・記入いただいた個人情報については、本チェックシートの実施状況確認のために農林水産省等で使用し、
[image: ]　ご本人の同意がなければ第三者に提供することはありません。
上記について、確認しました →
	






別添７
「みどりチェック」 チェックシート（民間事業者・自治体等向け）
	事業名
	　
	Ver.3.1

	組織名
	　
	
	

	代表者氏名
	　
	↓該当する方に〇

	住所
	　
	申請時
(します)
	　

	連絡先
	　
	報告時
(しました)
	　解説書



[image: QR コード

AI 生成コンテンツは誤りを含む可能性があります。]・交付申請時に、全ての項目にチェックを入れ、事業実施期間中に各項目の内容に取り組んでください。
・実績報告時に、取り組んだ項目にチェックをして提出してください。
・各項目において、どのような取組を行えばよいか分からない場合は、解説書をご覧ください。
・※の記載内容に「該当しない」（⑧は「と畜場である」）場合は□にチェックしてください。
	
	環境関係法令の遵守等

	[image: ]
	①
	みどりの食料システム戦略の理解

	[image: ]
	②
	関係法令の遵守

	[image: ]
	③
	環境配慮の取組方針の策定や研修の実施に努める

	[image: ]
	④
	正しい知識に基づく作業安全に努める

	
	エネルギーの節減、適正な施肥、適正な防除

	[image: ]
	⑤
	省エネを意識し、不必要・非効率なエネルギー消費をしない（照明、空調、ウォームビズ・クールビズ、燃費効率のよい機械の利用等）ように努める

	[image: ]
	⑥
	環境負荷低減に配慮した商品、原料、農産物等の調達を検討

	
	悪臭及び害虫の発生防止

	[image: ]
	⑦
	[image: ]※肥料・飼料等の製造を行う場合（該当しない 　）
悪臭・害虫の発生防止・低減に努める

	
	廃棄物の発生抑制、適正な循環的な利用及び適正な処分

	[image: ]
	⑧
	プラ等廃棄物の削減に努め、適正に処理

	[image: ]
	⑨
	資源の再利用を検討

	
	生物多様性への悪影響の防止

	[image: ]
	⑩
	[image: ]※生物多様性への影響が想定される工事等を実施する場合（該当しない 　）
生物多様性に配慮した事業実施に努める

	[image: ]
	⑪
	[image: ]※特定事業場である場合（該当しない 　）
排水処理に係る水質汚濁防止法の遵守


②関係法令の遵守について、対象は、肥料の品質の確保等に関する法律（昭和25年法律第127号）、農薬取締法（昭和23年法律第82号）、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年法律第137号）、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律（平成12年法律第116号）、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律（平成７年法律第112号）、水質汚濁防止法（昭和45年法律第138号）、労働安全衛生法（昭和47年法律第57号）、合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律（平成28年法律第48号）とする。							
	＜報告内容の確認と個人情報の取り扱いについて＞

	・本チェックシートにて報告された内容については、農林水産省等が対象者を抽出し、実施状況の確認を行います。

	・記入いただいた個人情報については、本チェックシートの実施状況確認のために農林水産省等で使用し、


[image: ]　ご本人の同意がなければ第三者に提供することはありません。
上記について、確認しました →


[bookmark: _1833109822]		



別記様式第６号（第８第１項（２）及び（３）関係）又は（第８第２項（２）関係）

番号
年月日


農林水産省大臣官房総括審議官（新事業・食品産業） 殿

所在地
補助事業者名
代表者氏名

事業成果状況報告書

持続可能な食品等流通対策事業実施要領（令和〇年〇月〇日付け〇新食第〇号農林水産省大臣官房総括審議官（新事業・食品産業）通知）第８第１項（２）又は第８第２項（２）関係の規定に基づき、以下のとおり報告します。

記

１　物流生産性・食品アクセス向上推進事業の概要
※ 補助事業の名称、実施した事業の取組の概要、成果目標の実績等を記載してください。
例） 流通における所要時間や経費等の削減
	年　度
	導入前R6
	導入年R7
	R8
	R9

	削減率（％）
	100
	90
	80
	70


※ 導入前を100とした割合
２　今後の課題等
※　本事業の取組において、目標を達成していく上での今後の課題や問題点等を記載してください。
３　その他
４　リース料支払状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和●年３月末時点
	リース料総額
	既支払リース料額
	残リース料額

	
	補助金分
	毎期支払分
	支払期間
	リース料額

	円
	
	
	令和　年 月～
令和　年 月
	

	（うち消費税）
	
	
	（支払回数　回）
（最終）
令和　年 月
	円/回

	
	
	
	合　計
	円


（注）第８第１項（２）の規定に基づき報告する場合は、宛先を第３第１項（１）の補助事業者及び代表者の名称に、補助事業者名を間接補助事業者名に、本文中の規定を「第８第１項（２）」に、記１の事業名を「物流生産性向上推進事業」と修正の上、提出してください。


別記様式第７―１号（第11第１項（１）関係）

番　　号
年 月 日


農林水産省大臣官房総括審議官（新事業・食品産業） 殿

所在地　
補助事業者名
代表者氏名　

○年度　物流生産性向上推進事業
（物流生産性向上実装事業及び物流生産性向上設備・機器等導入事業）
収益状況報告書


令和○年○月○日付け○新食第○○号をもって補助金の交付決定の通知があった物流生産性向上推進事業（物流生産性向上実装事業又は物流生産性向上設備・機器等導入事業）に関する令和○年度の収益の状況について、持続可能な食品等流通対策事業実施要領（令和〇年〇月〇日〇新食第〇号農林水産省大臣官房総括審議官（新事業・食品産業）通知）第11第１項（１）の規定に基づき、別添のとおり報告する。


（注）
１　記載事項及び添付資料が既に提出している資料の内容と重複する場合には、その重複する部分については省略できることとし、省略するに当たっては、提出済の資料の名称その他の資料の特定に必要な情報を記載の上、当該資料と同じ旨を記載することとする。
　２　添付資料が報告者のウェブサイトにおいて閲覧が可能な場合は、当該ウェブサイトのURL を記載することにより当該資料の添付を省略することができる。


別記様式第７―２号（第11第２項（１）関係）

番　　号
年 月 日


大臣官房総括審議官（新事業・食品産業） 殿

所在地　
補助事業者名
代表者氏名　

○年度　物流生産性・食品アクセス向上推進事業
（物流生産性・食品アクセス向上実装事業及び物流生産性・食品アクセス設備・機器等導入事業）
収益状況報告書


令和○年○月○日付け○新食第○○号をもって補助金の交付決定の通知があった物流生産性・食品アクセス向上推進事業（物流生産性・食品アクセス向上実装事業又は物流生産性・食品アクセス向上設備・機器等導入事業）に関する令和○年度の収益の状況について、持続可能な食品等流通対策事業実施要領（令和〇年〇月〇日〇新食第〇号農林水産省大臣官房総括審議官（新事業・食品産業）通知）第11第２項（１）の規定に基づき、別添のとおり報告する。


（注）
１　記載事項及び添付資料が既に提出している資料の内容と重複する場合には、その重複する部分については省略できることとし、省略するに当たっては、提出済の資料の名称その他の資料の特定に必要な情報を記載の上、当該資料と同じ旨を記載することとする。　
２　添付資料が報告者のウェブサイトにおいて閲覧が可能な場合は、当該ウェブサイトのURL を記載することにより当該資料の添付を省略することができる。



（別添）（別記様式７―１号及び別記様式７－２号共通）

１　事業の内容

２　補助事業の実施により得られた収益の累計額
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

３　上に要する費用の総額
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

４　補助金の確定額 ○年○月○日付け○第○号により確定
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

５　前年度までの収益納付額
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

６　本年度収益納付額
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

	（積算根拠）



（注）収益計算書等を添付すること。



- 1 -
別記様式第８号（第12第２項関係）

リース物件管理台帳

補助事業者（又は間接補助事業者）名　　　　　　　　　　　　　　　　　
	設置場所の名称
	事業実施年度
	年　度
	農林水産省所管補助金名
	

	事業種類
	事　業　の　内　容
	工　期
	経　費　の　配　分
	処分期限期間
	処分の状況
	摘要

	
	事　業
細　目
	補助事業者
	設備・機器等の名称
	機　能
	規模・
能力
	着　工
年月日
	竣　工
年月日
	総事業費
	負　担　区　分
	リース
期間
	処分期限
年月日
	承　認
年月日
	処分の
内　容
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	国　庫
補助金
	補　助
事業者
	その他
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	円
	円
	円
	円
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	計
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	合計
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


（注）１　処分制限 年月日欄には、処分制限の終期を記入すること。
２　処分の内容欄には、譲渡、交換、貸付け、担保、提供等別に記入すること。
　　　３　摘要欄には、譲渡先、交換先、貸し付け先及び抵当権等の設定権者の名称又は補助金返還額を記入すること。
　　　４　この書式により難い場合には、処分制限期間欄及び処分の状況欄を含む他の書式をもってリース物件管理台帳に代えることができる。
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